
備考 
 １ 標題中「製造」、「輸入」及び「使用」のうち該当しない文字は抹消すること。 
 ２ 「製造、輸入又は使用する石綿等の用途及び数量」の欄のうち、用途は次の区分で記入し、数量は

用途別に記入すること。 
  (1) 石綿の分析のための試料の用に供される石綿等 
  (2) 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿等 
  (3) (1)又は(2)の原料又は材料として使用される石綿等 
 ３ 「製造、輸入又は使用する期間」の欄は、製造又は使用にあっては製造又は使用する期間の始期及

び終期を、 輸入にあっては輸入する年月を、それぞれ用途別に記入すること。 
 ４ 「参考事項」の欄には、石綿等の保管場所、保管方法及び管理責任者並びに石綿等を製造する場合

にあっては当該石綿等の譲渡又は提供の予定及び譲渡又は提供の相手方、石綿等を輸入する場合に
あっては輸入事務を代行する機関名及びその所在地並びに当該石綿等に係る船（取）卸港名、積載
船（機）名及び船荷証券番号又は石綿等を使用する場合にあっては当該石綿等の入手方法を記入す
ること。 

 ５ 製造し、輸入し、又は使用する事業場等の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出すること。 
 ６ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

平成３０年 ６月 １日 

製造、輸入又は使
用する石綿等の用
途及び数量 

用途(1) プレパラート20枚（プレパラート計約xx g） 
用途(2) サンプル瓶50個（サンプル瓶計約xx g） 

製造、輸入又は使
用する期間 

平成30年８月中 

製造、輸入又は使
用する事業場等の
名称及び所在地 

厚生労働株式会社 アスベスト教習センター 
東京都千代田区霞が関９－９－９ 

電話 ０３（１２３４）５６７８ 

製造、輸入又は使
用する事業場等の
代表者の職氏名 

アスベスト教習センター 所長 厚生太郎 

参考事項 

保管場所：上記に同じ（アスベスト教習センター内） 
保管方法：石綿専用の棚を設けて施錠 
管理責任者：総務課長 石綿 三郎 
輸入事務代行機関名：△△商事株式会社（神奈川県横浜市○○▼▼－
▽－▲） 

船（取）卸港名；TOKYO 
積載船（機）名：AMERICA MARU 
船荷証券番号：N/Y-0430 

様式第3号の2(第46条の2関係) 

               製 造 
 石 綿 分 析 用 試 料 等 輸 入 届 
                使 用 

【記入例・記入要領】 

船荷証券番号が別のものは 
別の届出として提出ください 

届出者 厚生労働株式会社 
       アスベスト教習センター 
         総務部長 労働 花子 

 中央 労働基準監督署長 殿  

印 

全体重量ではなく、石綿の含
有量（重量等）でも結構です。 

・輸入の場合、届書を２部、労働基準監督署に提出ください 

・そのうち１部に労働基準監督署の受付印を受け、税関にお
ける輸入手続きにおいて、その写しを提出してください 



事 務 連 絡 

平成 30 年５月 31 日 

 

 

 都道府県労働局労働基準部 

    健康主務課長 殿 

 

 

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局  

安全衛生部化学物質対策課長  

 

 

石綿分析用試料等の輸入手続きについて 

 

 

 石綿分析用試料等の製造等の禁止の見直しについて、平成 30 年６月１日から

施行されるところであるが、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「法」

という。）第 55 条の輸入禁止の履行確保等のため、下記のとおり、御対応を御

願いする。 

 なお、別添の通り、財務省あて、税関において労働基準監督署（以下「署」

という。）が受付印を押した石綿障害予防規則（平成 17年厚生労働省令第 21号。

以下「石綿則」という。）様式第３号の２の写しを確認すること等について依頼

している。 

 

記 

 

１ 届書の写しへの受付印の押印等 

  輸入の際には、石綿則様式第３号の２の届書を２部（正本＋写し）提出す

るよう案内すること。また、窓口において受理する際に、そのうち１部（写

し）に受付印を押し、届出者に交付すること。あわせて、財務省あて事務連

絡の参考２（届出の記入例・記入要領）も活用しつつ、税関における輸入手

続きにおいて、署が受付印を押した石綿則様式第３号の２の写しを求められ

ることを案内すること。 

 

２ 税関からの照会への対応 

  税関から、石綿則第 46 条の２に基づく輸入手続き状況等について照会のあ

った場合は、適切に対応すること。 



事 務 連 絡 

平成 30 年５月 30 日 

 

 

 財務省関税局業務課長 殿 

 

 

厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局  

安全衛生部化学物質対策課長  

 

 

石綿分析用試料等の輸入手続きについて 

 

 

 標記につきましては、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令（平成 30

年政令第 156号。以下「改正政令」という。）及び石綿障害予防規則等の一部を

改正する省令（平成 30年厚生労働省令第 59号。以下「改正省令」という。）が

平成 30 年４月６日に公布されるとともに、平成 30 年６月１日から施行される

こととなったところです。 

 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号。以下「安衛法」という。）に係る有

害物等の輸入監視については、平成 28 年 12 月 20 日付け基発 1220 第６号「労

働安全衛生法に係る有害物等の輸入監視協力依頼について」により協力依頼し

ているところですが、改正政令及び改正省令の施行に伴い、同通知に記載の有

害物等の「石綿」のうち、労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号。以

下「安衛令」という。）第６条第 23 号に定める石綿分析用試料等は、石綿障害

予防規則（平成 17 年厚生労働省第 21 号。以下「石綿則」という。）第 46 条の

２第１項第１号に基づき、労働基準監督署長に届け出られたものについては、

安衛法第 55条の規制の対象ではなくなったところ、石綿分析用試料等の輸入に

ついては、平成 30年６月１日以降下記のとおり対応を御願いします。 

 

記 

 

 輸入者が石綿則様式第３号の２の輸入届書を労働基準監督署へ提出する際に、

労働基準監督署において、輸入者に対し、石綿分析用試料等の輸入申告に際し

て同輸入届書の写しに労働基準監督署長が受付印を押印したものを提出するよ

う指導することとしている。ついては、輸入申告において当該受付印を押印し



たもの又はその写しが提出され、 

・輸入申告数量が輸入届書の数量と一致または下回っていること 

・輸入申告が輸入届書の輸入する期間内に行われていること 

・輸入申告の船（取）卸港名、積載船（機）名及び船荷証券番号が輸入届書の

内容と一致していること 

・輸入申告の輸入者が輸入届書の輸入する事業場等の法人名等と一致している

こと 

が確認できた場合には、安衛法第 55条の規制の対象外であると取り扱われたい。 

 なお、通関の際に疑義が生じた場合は、その都度、労働基準監督署又は都道

府県労働局に照会されたい。 

 

 

（参考）労働基準監督署の電話番号 

都道府県労働局のホームページの検索キーワード： 

「○○労働局」 ※「○○」は都道府県名 

 

都道府県労働局のホームページへのリンク一覧： 

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.ht

ml 

 

 

添付資料： 

 参考１ 石綿則様式第３号の２ 

 参考２ 石綿則様式第３号の２の記入例・記入要領 

 参考３ 参照条文（石綿分析用試料等の定義） 

 参考４ 受付印のサンプル 

 


	（0531訂正版）石綿則様式第３号の２の記入例・記入要領.pdf
	300531事務連絡（労働局あて）発出版.pdf
	300530事務連絡（財務省あて）発出版.pdf

